別記様式第１４号
（第１５条関係）
美唄駅周辺土地区画整理事業清算金督促状
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　上記清算金が未納となっていますので、指定納付期限までに納付してください。

　　　　年　　月　　日
美唄市長　　　　　　　


· 延滞金
　指定納付期限後に上記清算金を納付する場合は、当初納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該納付金額が100円以上(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときには、当該納付金額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が延滞金として加算されます。
· 滞納処分
　この督促状で指定した納付期限までに納付されないときは、財産の差押えを受けることがあります。

注１　上記督促状作成日以後に納付の場合は、このハガキが発送されておりますので、お読み捨てください。
注２　①この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に北海道知事に審査請求をすることができます。
　　　②この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に美唄市を被告として(訴訟において美唄市を代表する者は美唄市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　　③上記①の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に美唄市を被告として(訴訟において美唄市を代表する者は美唄市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます。
